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第
七
十
八 

  
 

Ｇ
Ｈ
Ｑ 

   
 
 
 
 

一 
  

時
間
が
行
き
つ
戻
り
つ
す
る
。 

 

ま
た
ま
た
計
算
機
や
情
報
処
理
の
話
で
は
な
い
。
時
代
の
状
況
を

語
る
た
め
に
、
あ
え
て
紙
幅
を
費
や
す
。 

 

こ
れ
ま
で
説
明
も
な
く
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
っ
て
き
た
「
Ｇ

Ｈ
Ｑ
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
ど
の
よ
う
な
組
織
で
何
を
や

っ
て
い
た
の
か
。 

 

英
文
の
正
式
名
称
は
「General H

ead Q
uarters

」、
本
来
の
意

味
は
「
総
司
令
部
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

第
二
次
大
戦
後
に
日
本
を
占
領
統
治
し
た
連
合
国
軍
最
高
司
令
官

総
司
令
部
は
、
正
確
に
は
「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
」（General 

H
ead Q

uaters

／Suprem
e Com

m
ander for the A

llied Pow
ers

）

と
表
記
さ
れ
た
。 

 

そ
の
組
織
は
大
き
く
参
謀
部
と
幕
僚
部
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に

次
の
よ
う
な
部
局
が
あ
っ
た
。 

 

 

参
謀
部	 

 
 

第
１
部
（
Ｇ
１
＝
人
事
担
当
） 

 
 

第
２
部
（
Ｇ
２
＝
情
報
担
当
） 

 
 

第
３
部
（
Ｇ
３
＝
作
戦
担
当
） 

 
 

第
４
部
（
Ｇ
４
＝
後
方
担
当
） 
 

幕
僚
部	 

 
 

民
政
局
（
Ｇ
Ｓ
＝
行
財
政
） 

 
 

経
済
科
学
局
（
Ｅ
Ｓ
Ｓ
＝
財
閥
解
体
な
ど
） 

 
 

民
間
情
報
教
育
局
（
Ｃ
Ｉ
Ｅ
Ｓ
＝
教
育
改
革
な
ど
） 

 
 

天
然
資
源
局
（
Ｎ
Ｒ
Ｓ
＝
農
地
改
革
な
ど
） 

  

こ
の
う
ち
参
謀
部
で
は
諜
報
・
保
安
・
検
閲
を
任
務
と
す
る
第
２

部
が
大
き
な
発
言
権
を
持
ち
、
幕
僚
部
で
は
非
軍
事
化
・
民
主
化
政

策
を
担
当
す
る
民
政
局
に
主
導
権
が
あ
っ
た
。
こ
の
組
織
は
、
か
た

ち
の
上
で
は
連
合
国
で
組
織
す
る
極
東
委
員
会
の
統
率
下
に
あ
っ
た
。 

 

一
方
、
占
領
軍
の
主
体
は
ア
メ
リ
カ
陸
軍
第
八
軍
で
あ
っ
て
、
マ

ッ
カ
ー
サ
ー
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
総
司
令
官
で
あ
る
と
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ

第
八
軍
の
総
司
令
官
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
連
合
国
軍
と
は
い
っ
て
も
、

大
半
の
職
員
は
ア
メ
リ
カ
の
軍
人
と
民
間
人
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。 

 
こ
の
こ
と
は
、
占
領
統
治
組
織
の
運
営
を
円
滑
に
進
め
る
に
は
Ｇ

Ｈ
Ｑ
、
す
な
わ
ち
戦
い
に
勝
っ
た
連
合
国
諸
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

の
意
向
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
建
前
上
、
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Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
複
数
の
国
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
一
枚
岩

と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。 

 
占
領
開
始
直
後
に
ソ
連
の
デ
レ
ビ
ヤ
ン
コ
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
日

本
の
占
領
統
治
を
め
ぐ
っ
て
衝
突
し
た
の
は
、
そ
の
表
わ
れ
の
一
つ

で
あ
る
。
ま
た
天
皇
制
に
つ
い
て
は
、
ソ
連
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

中
国
が
、
表
立
っ
て
で
は
な
い
に
し
て
も
「
廃
止
」
が
妥
当
、
と
考

え
て
い
た
。 

 

さ
ら
に
日
本
の
占
領
統
治
に
つ
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
勝
国
は 

 

―
―
北
海
道
を
ソ
連
、
関
東
・
東
海
・
中
部
・
北
陸
を
ア
メ
リ
カ

に
譲
る
代
わ
り
に
、
東
北
、
関
西
、
中
四
国
、
九
州
を
イ
ギ
リ
ス
、

フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
に
譲
渡
す
べ
き
で

あ
る
。 

 

と
い
う
相
談
を
ま
と
め
て
い
た
。 

 

―
―
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
占
領
統
治
に
限
定
し
て
で
あ
る
。 

 

と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
勝
国
は
口
に
し
た
が
、
十
九
世
紀
以
来
の
植
民

地
支
配
の
思
想
が
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は 

 

―
―
そ
れ
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
精
神
に
反
す
る
。 

 

と
し
て
拒
否
し
た
が
、
当
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
し
て
も
、
あ
わ

よ
く
ば
日
本
列
島
の
す
べ
て
を
合
衆
国
に
併
呑
す
る
こ
と
を
目
論
ん

で
い
た
。
ハ
ワ
イ
に
続
く
五
十
一
番
目
の
州
に
し
よ
う
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
各
国
の
思
惑
が
水
面
下
で
ぶ
つ
か
り
、
駆
け
引
き

と
妥
協
が
行
わ
れ
た
偶
然
に
よ
っ
て
、
日
本
は
分
割
統
治
さ
れ
る
こ

と
が
な
か
っ
た
。 

 

あ
る
い
は
日
本
政
府
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
無
条
件
受
諾
を
正
式
に

発
表
す
る
一
日
前
、
満
州
に
お
け
る
日
本
の
資
産
分
割
に
つ
い
て
中

国
政
府
と
ソ
連
極
東
軍
が
協
議
を
始
め
て
い
た
。
ソ
連
は
八
月
六
日

に
対
日
宣
戦
を
布
告
し
、
極
東
機
械
化
部
隊
を
満
州
に
雪
崩
れ
込
ま

せ
て
関
東
軍
を
撃
破
し
、
日
本
の
兵
士
と
非
戦
闘
員
を
捕
虜
と
し
て

シ
ベ
リ
ア
に
送
っ
て
い
た
。
明
ら
か
な
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
違
反
で
あ
っ

た
。 

 

だ
が
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
は 

 

―
―
ソ
連
と
コ
ト
を
起
こ
す
の
は
得
策
で
な
い
。 

 

と
判
断
し
て
口
を
噤
ん
だ
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
日
本
の
占
領
統
治
は

つ
と
め
て
政
治
的
・
軍
事
的
色
彩
を
帯
び
て
い
て
、
第
二
次
大
戦
後

の
国
際
政
治
世
界
に
お
け
る
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
縮
図
だ
っ
た
。 

  
 
 
 
 

二 
  

Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
日
本
政
府
に
指
示
・
命
令
す
る
間
接
統
治
方
式
を
と
っ

た
の
は
、
被
占
領
民
で
あ
る
日
本
国
民
と
占
領
軍
の
間
に
深
刻
な
軋

轢
が
発
生
す
る
こ
と
を
怖
れ
、「
天
皇
」
を
緩
衝
材
と
し
て
最
大
限

に
利
用
す
る
の
が
ね
ら
い
だ
っ
た
。
彼
ら
は
「
日
本
」
と
い
う
も
の

を
よ
く
研
究
し
て
い
た
し
、
実
際
、
こ
の
方
式
は
う
ま
く
行
っ
た
。 
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日
本
政
府
に
と
っ
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
命
令
は
絶
対
的
で
あ
っ
て
、
超
法

規
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
と
認
識
さ
れ
た
。
そ
れ
は
一
九
四
五
年
九

月
二
十
日
付
勅
令
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発
生
す
る
命
令

に
関
す
る
件
」（
ポ
ツ
ダ
ム
勅
令
：
新
憲
法
施
行
後
「
ポ
ツ
ダ
ム
政

令
」）
に
基
づ
く
も
の
だ
っ
た
。
勅
令
と
い
う
超
法
規
措
置
が
、
Ｇ

Ｈ
Ｑ
の
超
法
規
的
地
位
を
保
証
し
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
基
づ
い
て
、
一
九
四
六
年
二
月
に
「
極
東
委
員
会
」
が
政

策
決
定
の
最
高
機
関
と
し
て
、
四
月
に
「
対
日
理
事
会
」
が
最
高
司

令
官
の
諮
問
機
関
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
、
い
ず
れ
に
も
イ
ギ

リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
要
国
の
代
表
が

参
加
し
て
い
た
も
の
の
、
実
質
的
に
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
統
治
と
い
う

性
格
は
変
ら
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
戦
前
、
日
本
ワ
ッ
ト
ソ
ン
統
計

会
計
機
械
の
社
長
を
務
め
て
い
た
モ
ー
リ
ス
・
シ
ュ
バ
リ
ェ
は
、
対

日
理
事
会
に
ベ
ル
ギ
ー
代
表
と
し
て
参
加
し
て
い
た
。 

 

こ
の
こ
と
は
、
戦
後
の
占
領
政
治
が
二
重
構
造
で
運
営
さ
れ
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
日
本
の
政
治
、
経
済
、
法
制
、
民

政
を
所
管
し
、
そ
の
中
に
は
国
際
赤
十
字
の
医
療
班
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

か
ら
派
遣
さ
れ
た
文
化
・
学
術
研
究
チ
ー
ム
な
ど
が
属
し
て
い
た
。 

 

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
最
も
頼
り
に
し
た
の
は
「
法
務
局
」
だ
っ
た
。 

 

「
法
務
局
」
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
組
織
外
に
あ
っ
て
、
そ
の
長
に
は
Ｇ
Ｈ

Ｑ
民
生
局
長
で
あ
る
コ
ー
ト
ニ
ー
・
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
が
任
命
さ
れ
て

い
た
。
民
生
局
は
日
本
の
軍
国
主
義
的
な
政
治
と
行
政
の
仕
組
み
を

民
主
的
か
つ
自
由
主
義
的
な
も
の
に
改
革
す
る
仕
事
を
負
っ
て
い
た
。

そ
れ
を
具
体
化
す
る
に
は
法
律
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

―
―
で
あ
れ
ば
、
専
門
の
部
局
が
必
要
で
は
な
い
か
。 

 

と
い
う
の
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
言
い
分
だ
っ
た
。
法
律
を
改
め

る
作
業
を
旧
大
日
本
帝
国
議
会
、
軍
部
関
係
者
、
軍
部
に
屈
し
た
政

党
人
に
任
せ
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
超
法
規
的
手
続
き
で
断
行
す

べ
き
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
連
合
国
軍
総
司
令
官
で
あ
る
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
の
直
属
機
関
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

こ
の
ご
り
押
し
と
も
思
え
る
理
屈
が
通
っ
た
。 

 

そ
も
そ
も
コ
ー
ト
ニ
ー
・
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
と
い
う
人
物
は
、
第
一

次
大
戦
の
と
き
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
陸
軍
の
少
尉
で
あ
っ
た
に
過
ぎ

な
い
。
一
九
二
七
年
に
退
役
し
て
弁
護
士
の
資
格
を
取
り
、
ア
メ
リ

カ
領
と
な
っ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
移
り
住
ん
で
在
ア
メ
リ
カ
の
企
業
や

富
豪
が
現
地
に
投
資
を
行
う
に
当
た
っ
て
法
律
事
務
の
委
託
を
受
け

る
事
務
所
を
開
い
て
い
た
。 

 

フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
の
軍
事
顧
問
と
し
て
赴
任
し
て
き
た
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
と
親
交
を
結
び
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
資
産
運
用
を
任
さ
れ
た
。

日
米
開
戦
が
不
可
避
と
判
断
し
た
四
〇
年
八
月
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
は

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
推
薦
で
軍
役
に
復
帰
し
た
が
、
そ
の
と
き
彼
に
与

え
ら
れ
た
階
級
は
「
准
将
」
と
い
う
途
方
も
な
い
位
だ
っ
た
。
彼
は

す
で
に
四
十
三
歳
で
あ
っ
た
し
、
推
挙
し
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
陸
軍

中
将
に
し
て
ア
メ
リ
カ
極
東
軍
司
令
官
の
地
位
に
あ
っ
た
。 
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―
―
ワ
シ
の
補
佐
役
が
元
少
尉
と
い
う
の
で
は
、
幕
僚
も
現
場
の

指
揮
官
も
言
う
こ
と
を
聞
か
ん
で
は
な
い
か
。 

 
退
役
少
尉
の
襟
に
、
に
わ
か
に
星
が
付
い
た
。 

 

以
後
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
准
将
は
ま
さ
に
准
将
と
し
て
仕
事
を
し
た
。 

 

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
コ
レ
ヒ
ド
ー
ル
要
塞
か
ら
の
脱
出
を
勧
め
、
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
シ
ド
ニ
ー
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
抗
日
ゲ
リ
ラ
組
織

を
支
援
し
、
あ
る
い
は
南
西
太
平
洋
を
カ
バ
ー
す
る
無
線
通
信
網
を

構
築
し
た
。 

 

加
え
て
彼
は
法
律
家
で
も
あ
っ
た
。 

 

八
月
三
十
日
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
と
も
に
神
奈
川
県
厚
木
の
滑
走

路
に
降
り
立
っ
た
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
生
局
長
に
任
じ
ら
れ
、

東
京
・
日
比
谷
の
第
一
生
命
ビ
ル
に
専
用
の
部
屋
を
構
え
、
か
つ
マ

ッ
カ
ー
サ
ー
直
属
の
法
務
局
長
と
い
う
重
責
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 

三 
  

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
当
た
っ
て
日
本
政
府
は
、
次
の
三
項
目

を
条
件
に
し
た
。 

  

一
、
保
障
占
領
は
で
き
る
だ
け
小
範
囲
に
し
て
、
し
か
も
小
兵
力 

 
 
 

で
か
つ
短
期
間
で
あ
る
こ
と
。 

 

一
、
武
装
解
除
は
日
本
軍
の
手
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
。 

 

一
、
戦
争
犯
罪
の
処
置
は
、
占
領
軍
の
手
に
よ
ら
ず
、
日
本
側
に 

 
 
 

ま
か
せ
る
こ
と
。 

 
 

 

日
本
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
無
条
件
に
受
諾
し
た
の
で
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は

無
視
し
て
構
わ
な
か
っ
た
。
た
だ
Ｇ
Ｈ
Ｑ
―
―
と
い
う
よ
り
マ
ッ
カ

ー
サ
ー
お
よ
び
、
そ
の
意
を
受
け
た
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
―
―
は
、
そ
れ

が
日
本
側
の
強
い
要
望
で
あ
る
以
上
、
な
る
べ
く
意
に
沿
う
形
で
コ

ト
を
進
め
よ
う
と
考
え
た
。 

 

と
こ
ろ
が
ア
メ
リ
カ
の
思
う
に
任
せ
な
い
事
態
が
発
生
し
た
。 

 

と
く
に
厄
介
だ
っ
た
の
は
ソ
連
だ
っ
た
。 

 

政
策
的
な
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
と
し
て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
な
い
し
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
が
考
え
た
の
は
、
第
一
に
天
皇
制
の
継
続
、
第
二
に
戦

犯
問
題
だ
っ
た
。
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
、
ソ
連
は
天
皇
制

の
廃
止
を
強
く
主
張
し
て
譲
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
加
え
て
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
政
府
の
内
で
対
日
強
硬
派
（
な
い
し
好
軍
派
）
と
知
日
柔

軟
派
（
な
い
し
和
平
派
）
が
対
立
す
る
構
図
が
あ
っ
た
。 

 
対
日
強
硬
派
は
国
務
次
官
補
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
チ
ソ
ン
と
陸
軍
情

報
部
長
の
エ
ル
マ
ー
・
デ
イ
ビ
ス
だ
っ
た
。
知
日
派
は
国
務
長
官
代

理
の
ジ
ョ
セ
フ
・
グ
ル
ー
（
前
駐
日
大
使
）
と
極
東
通
の
ド
ウ
マ
ン

国
務
次
官
補
だ
っ
た
。
こ
の
両
派
の
上
に
あ
っ
て
大
統
領
ト
ル
ー
マ

ン
は
、
そ
の
い
ず
れ
を
採
る
べ
き
か
判
断
に
迷
っ
て
い
た
。 
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や
が
て
ト
ル
ー
マ
ン
が
タ
カ
派
的
政
策
に
転
換
し
た
こ
と
で
、
ト

ル
ー
マ
ン
対
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
対
立
を
生
む
の
だ
が
、
こ
の
構
図
は

Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
も
現
れ
て
い
た
。
戦
犯
問
題
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
内

の
勢
力
争
い
と
、
連
合
国
軍
を
構
成
す
る
国
々
の
思
惑
が
入
り
組
み
、

戦
後
の
国
際
情
勢
を
に
ら
ん
だ
政
治
力
学
の
テ
ー
マ
に
な
っ
た
。
そ

こ
で
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
戦
犯
問
題
を
自
分
の
差
配
か
ら
除
外
す
る

こ
と
で
妥
協
す
る
こ
と
に
し
た
。
む
ろ
ん
、 

 

―
―
自
分
が
外
れ
て
も
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
が
い
る
。 

 

と
い
う
計
算
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

 

九
月
十
日
ま
で
に
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
三
十
九
人
の
戦
犯
リ
ス
ト
を
作
成

し
て
い
た
。 

 

筆
頭
は
東
条
英
機
で
あ
っ
た
―
―
と
さ
れ
る
が
、
実
は
そ
う
で
は

な
か
っ
た
。
こ
の
時
点
で
戦
犯
リ
ス
ト
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た

の
は
「
天
皇
」
だ
っ
た
の
だ
。 

 

こ
こ
に
鎌
田
詮
一
と
い
う
人
物
が
い
た
。 

 

陸
軍
大
学
校
第
二
十
九
期
卒
で
四
五
年
三
月
に
編
成
さ
れ
た
本
土

防
衛
軍
第
一
総
軍
参
謀
副
長
を
務
め
、
少
将
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾

に
伴
う
占
領
軍
連
絡
委
員
会
の
日
本
側
副
委
員
長
と
し
て
中
将
の
職

位
に
あ
っ
た
。 

 

日
米
開
戦
の
八
年
前
、
陸
軍
工
兵
少
佐
の
と
き
ア
メ
リ
カ
軍
に
研

修
生
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
フ
ォ
ル
ト
デ
ュ
ポ
ン
第
一
工
兵
連
隊
に
大

隊
長
と
し
て
勤
務
し
た
。
そ
の
と
き
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
の
大
会
に
出
場

し
て
優
勝
し
、「
カ
マ
ダ
」
の
名
が
知
ら
れ
た
。
彼
を
表
彰
し
賞
品

の
ピ
ス
ト
ル
を
授
与
し
た
当
時
の
参
謀
次
長
が
、
現
在
、
連
合
国
軍

総
司
令
官
と
な
っ
て
日
本
に
赴
任
し
て
い
た
。
厚
木
飛
行
場
で
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
を
出
迎
え
た
の
も
鎌
田
で
あ
る
。 

 

戦
犯
リ
ス
ト
が
作
成
さ
れ
た
九
月
十
日
以
後
、
天
皇
が
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
を
訪
問
し
た
二
十
七
日
ま
で
の
間
に
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
親
日
派
将
官

が
鎌
田
を
呼
ん
で
、
戦
犯
リ
ス
ト
を
見
せ
た
。 

 

そ
の
将
官
は
彼
に
カ
ミ
ソ
リ
を
渡
し
な
が
ら
、 

 

「
こ
の
中
に
、
す
で
に
死
亡
し
て
い
る
者
が
い
た
ら
切
り
取
っ
て

構
わ
な
い
」 

 

と
言
っ
た
。 

 

そ
の
リ
ス
ト
は
イ
ギ
リ
ス
や
ソ
連
に
回
覧
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ

た
政
治
的
な
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
欺
瞞
的
な
リ
ス
ト
だ
っ
た
。 

 

鎌
田
は
そ
の
場
で
最
上
位
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
の
名
前
を
削

り
、
次
に
続
く
皇
族
の
名
を
切
り
取
っ
た
―
―
と
い
う
逸
話
が
残
っ

て
い
る
。 

 

そ
の
将
官
が
誰
で
あ
る
の
か
、
鎌
田
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

た
だ
、
そ
れ
が
で
き
た
の
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
ご
く
近
く
、
か
つ
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
諸
国
や
ソ
連
、
中
国
に
戦
犯
指
定
の
主
導
権
を
握
ら
れ
た

く
な
い
と
考
え
て
お
り
、
日
本
占
領
統
治
の
行
政
・
軍
事
組
織
の
改

革
に
関
与
し
て
い
た
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

た
だ
し
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
で
き
た
の
は
そ
こ
ま
で
だ
っ
た
。 



＝巻之十  焦土＝ 

 41 

  
戦
犯
第
一
号
と
し
て
、
東
条
英
機
が
逮
捕
さ
れ
た
の
は
九
月
十
一

日
だ
っ
た
。 

 

東
条
に
は
自
決
す
る
時
間
が
あ
っ
た
。
陸
相
・
阿
南
惟
幾
、
第
五

航
空
艦
隊
司
令
長
官
・
宇
垣
纏
、
軍
令
部
次
長
・
大
西
瀧
治
郎
中
将
、

第
一
総
軍
司
令
官
・
杉
山
元
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
死
を
覚
悟
し
た

で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
決
し
な
か
っ
た
の
は
、 

 

―
―
自
分
が
自
決
し
て
し
ま
え
ば
、
誄
が
天
皇
に
及
ぶ
。 

 

と
考
え
た
た
め
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。 

 

だ
が
逮
捕
に
向
か
っ
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
将
官
が
あ
ま
り
に
高
圧
的
で
あ

っ
た
こ
と
と
、
随
行
記
者
団
が
無
作
法
を
働
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
激

し
い
怒
り
を
覚
え
た
彼
は
、
短
銃
で
心
臓
を
撃
ち
抜
い
て
自
決
を
図

っ
た
。
た
だ
し
よ
ほ
ど
頑
強
な
心
臓
で
あ
っ
た
の
か
、
医
師
団
の
懸

命
の
治
療
で
一
命
を
取
り
と
め
た
。 

 

こ
の
事
件
を
境
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
戦
犯
の
逮
捕
を
日
本
人
に
委
ね
る
こ

と
に
な
っ
た
。 

 

戦
犯
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
政
治
家
、
軍
関
係
者
は
、
広
田
弘
毅

（
元
首
相
）、
板
垣
征
四
郎
（
元
陸
相
）、
賀
屋
興
宣
（
元
蔵
相
）、

岩
村
通
世
（
元
法
相
）、
井
野
碩
哉
（
元
農
林
相
）、
鈴
木
貞
一
（
元

国
務
大
臣
）、
平
沼
騏
一
郎
（
前
枢
密
院
議
長
）、
木
戸
幸
一
（
前
内

大
臣
）、
東
郷
茂
徳
（
元
外
相
）、
重
光
葵
（
前
外
相
）、
木
村
兵
太

郎
（
陸
軍
大
将
、
ビ
ル
マ
派
遣
軍
総
司
令
官
）、
荒
木
貞
夫
（
陸
軍

大
将
）、
松
井
石
根
（
同
）、
畑
俊
六
（
陸
軍
元
帥
）、
真
崎
甚
三
郎

（
陸
軍
大
将
）、
高
橋
三
吉
（
海
軍
大
将
）、
武
藤
章
（
陸
軍
中
将
）

な
ど
百
二
十
八
人
に
及
ぶ
。
逮
捕
さ
れ
て
当
然
の
者
も
い
れ
ば
、
日

米
開
戦
の
回
避
に
尽
力
し
た
者
も
い
た
。 

 

戦
勝
国
が
敗
戦
国
の
政
治
家
や
将
官
を
裁
く
の
が
真
の
正
義
で
あ

る
か
、
と
い
う
疑
問
は
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
で
イ
ン
ド
代
表
の
ラ

ダ
・
ビ
ノ
ー
ド
・
パ
ル
判
事
が
示
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
。
東
条
、
広

田
な
ど
七
人
の
戦
犯
が
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
た
四
八
年
十
二
月
以
後
、

こ
の
疑
問
は 

 

「
戦
争
と
い
う
名
の
罪
に
お
い
て
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
、
チ
ャ
ー
チ

ル
、
ス
タ
ー
リ
ン
、
蒋
介
石
も
同
罪
で
は
な
い
か
」 

 

と
い
う
国
際
世
論
と
な
っ
て
表
面
化
し
た
。 

 

そ
の
こ
と
を
論
じ
る
の
は
本
書
の
目
的
で
は
な
い
が
、
戦
地
で
降

伏
し
た
日
本
軍
将
官
に
対
す
る
私
刑
と
も
い
え
る
現
地
裁
判
で
九
百

三
十
七
名
が
絞
首
刑
ま
た
は
銃
殺
、
百
三
十
一
名
が
自
決
も
し
く
は

獄
中
死
を
と
げ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
パ
ル
判
事
の
疑
問
に
端
的

に
答
え
て
い
る
。 
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補 

注 

〜
〜
〜
〜 

 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
五
十
一
番
目
の
州	 

一
九
四
五
年
九
月
、
宮
内
庁
御
用
掛

の
寺
崎
英
成
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
あ
て
て
「
天
皇
は
ア
メ
リ
カ
が
沖
縄
を
は

じ
め
と
す
る
琉
球
の
地
を
占
領
し
続
け
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
」
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
た
。
沖
縄
を
ア
メ
リ
カ
に
譲
る
こ
と
で
本
土
を
独
立
国

家
と
す
る
交
換
条
件
を
示
し
て
い
た
。 

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
日
本
研
究	 

真
珠
湾
攻
撃
の
前
か
ら
『
菊
と
刀
』
を
著
わ
し
た
ル

ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
（Ruth Fulton Benedict

／
１
８
８
７
〜
１
９
４

８
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授
）
な
ど
を
起
用
し
、
専
門
チ
ー
ム
を
設
け
て
日

本
の
歴
史
、
文
化
、
風
土
、
宗
教
・
思
想
、
習
慣
な
ど
を
調
査
し
た
。
対
日

占
領
政
策
が
比
較
的
う
ま
く
い
っ
た
の
は
、こ
う
し
た
研
究
の
成
果
だ
っ
た
。 

極
東
委
員
会 

Far Eastern Com
m
ission

：
Ｆ
Ｅ
Ｃ
：
極
東
諮
問
委
員
会

に
代
わ
る
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。
本
部
は
ワ
シ
ン
ト
ン
に
置
か
れ
、
委

員
会
は
米
・
英
・
中
・
ソ
・
仏
・
印
・
蘭
・
加
・
豪
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
十
一
か
国
の
代
表
で
構
成
さ
れ
た
。
こ
こ
で
決
定
さ
れ
た
政

策
は
米
国
政
府
を
通
じ
て
連
合
国
最
高
司
令
官
に
指
令
と
し
て
伝
達
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
。 

 

委
員
会
の
決
定
に
は
米
・
英
・
中
・
ソ
の
四
か
国
に
拒
否
権
が
与
え
ら
れ

て
い
た
が
、
緊
急
を
要
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
米
政
府
に
指
令
を
発
す
る
権

限
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
日
本
の
憲
政
機
構
、
管
理
制
度
の
根
本

的
変
更
お
よ
び
日
本
政
府
全
体
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
必
ず
委
員
会
の
事
前

の
決
定
を
必
要
と
定
め
ら
れ
た
。 

対
日
理
事
会 

A
llied Council for Japan

：
Ａ
Ｃ
Ｊ
：
極
東
委
員
会
の
出

先
機
関
と
し
て
東
京
に
設
置
さ
れ
た
。
理
事
会
は
日
本
軍
と
戦
っ
た
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
諸
国
や
ア
ジ
ア
の
代
表
で
構
成
さ
れ
た
が
、
米
・
英
・
ソ
・
中
の
四
か

国
が
代
表
理
事
国
と
し
て
拒
否
権
を
持
っ
た
。
当
初
は
米
国
代
表
で
あ
る
連

合
国
最
高
司
令
官
が
議
長
と
な
っ
た
が
、
実
際
に
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
最
高
司
令
官
で

あ
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
を
監
視
し
チ
ェ
ッ
ク
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。
国
際
連

合
に
お
け
る
常
任
理
事
国
制
度
が
そ
の
ま
ま
導
入
さ
れ
て
い
た
。 

ジ
勒
勖
ジ
・
ア
チ
ソ
ン 

George A
tcheson

／
１
８
９
６
〜
１
９
４
７
。

ア
メ
リ
カ
・
コ
ロ
ラ
ド
州
デ
ン
バ
ー
に
生
ま
れ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て

働
き
な
が
ら
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
を
出
た
。
一
九
二
〇
年
、
中
国
・
北
京

の
ア
メ
リ
カ
大
使
館
通
訳
見
習
生
と
な
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
外
交
官
と
し

て
活
躍
し
た
。
四
一
年
に
国
務
省
極
東
局
次
長
、
四
五
年
九
月
に
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
の
顧
問
と
し
て
連
合
国
軍
総
司
令
部
外
交
局
長
を
兼
ね
、
四
六
年
五
月

「
共
産
主
義
を
歓
迎
せ
ず
」
の
声
明
を
発
表
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
四
七

年
八
月
、
ハ
ワ
イ
沖
で
航
空
機
事
故
の
た
め
死
亡
し
た
。 

極
東
国
際
軍
事
裁
判	 

	 

ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
や
大
日
本
帝
国
の
政
治
主
導
者
や
戦
場
で
の
残
虐
な
作
戦

を
立
案
・
指
揮
・
遂
行
し
た
責
任
者
に
対
し
て
、
即
時
処
刑
す
べ
き
と
す
る

意
見
も
あ
っ
た
。
報
復
は
次
の
報
復
を
生
む
と
し
て
、
公
な
手
続
き
に
則
っ

た
裁
判
を
主
張
し
た
の
は
ア
メ
リ
カ
陸
軍
長
官
の
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
チ
ム
ソ
ン

だ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。 

 

一
九
四
五
年
六
月
時
点
で
作
成
さ
れ
た
戦
争
犯
罪
者
リ
ス
ト
に
は
、
天
皇

裕
仁
を
筆
頭
に
陸
軍
百
七
十
三
人
、
海
軍
十
三
人
、
政
治
家
四
十
一
人
、
財

界
人
な
ど
二
十
人
が
挙
が
っ
て
い
た
。
Ｂ
・
Ｃ
級
戦
犯
を
加
え
る
と
二
千
五

百
人
を
超
え
て
い
た
。 

 

四
五
年
十
二
月
六
日
に
軍
事
法
廷
で
首
席
検
事
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
ジ

ョ
セ
フ
・
キ
ー
ナ
ン
（Joseph Berry K

eenan

／
１
８
８
８
〜
１
９
５
４
）

が
東
京
に
入
り
、
四
六
年
一
月
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
条
例
（
憲
章
）
が
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定
め
ら
れ
、
被
告
二
十
八
人
が
確
定
し
た
。
こ
の
と
き
執
行
委
員
会
が
公
表

し
た
「
平
和
に
対
す
る
罪
」「
人
道
に
対
す
る
罪
」
が
戦
争
犯
罪
を
裁
く
基
準

と
な
っ
た
。 

 

裁
判
で
あ
る
た
め
被
告
に
は
個
別
に
弁
護
人
が
付
け
ら
れ
た
。
弁
護
団
は

衆
院
議
員
・
貴
族
院
議
員
、
明
治
大
学
総
長
な
ど
を
務
め
た
法
学
博
士
の
鵜

澤
總
明
を
団
長
に
、ア
メ
リ
カ
人
を
含
め
約
百
三
十
人（
途
中
交
代
を
含
む
）

だ
っ
た
。 

一
九
四
六
年
（
昭
和
二
十
一
）
五
月
三
日
に
開
廷
さ
れ
一
九
四
八
年
（
昭
和

二
十
三
）
十
一
月
十
二
日
に
閉
廷
し
た
。
法
廷
が
開
設
さ
れ
た
の
は
東
京
・

市
ヶ
谷
の
旧
陸
軍
士
官
学
校
の
講
堂
だ
っ
た
。 

 

判
決
は
次
の
よ
う
だ
っ
た
。 

▼
死
刑
：
板
垣
征
四
郎
、
木
村
兵
太
郎
、
土
肥
原
賢
二
、
東
条
英
機
、
武
藤

章
、
松 

井
石
根
、
広
田
弘
毅
：
一
九
四
八
年
十
二
月
二
十
三
日
執
行 

▼
終
身
刑
：
梅
津
美
治
郎
、
白
鳥
敏
夫
（
四
九
年
獄
中
で
死
去
）
／
小
磯
国

昭
（
五
〇
年
獄
中
で
死
去
）
／
岡
敬
純
、
畑
俊
六
、
南
次
郎
（
五
四
年
釈
放
）

／
荒
木
貞
夫
、
大
島
浩
、
賀
屋
興
宣
、
木
戸
幸
一
、
嶋
田
繁
太
郎
、
鈴
木
貞

一
、
橋
本
欣
五
郎
、（
五
五
年
釈
放
）
／
佐
藤
了
賢
（
五
六
年
釈
放
）
／
平
沼

騏
一
郎
（
五
七
年
釈
放
）
／
星
野
直
樹
（
五
八
年
釈
放
） 

▼
懲
役
二
十
年
：
東
郷
茂
徳
）
五
〇
年
獄
中
で
死
去
） 

▼
懲
役
七
年
：
重
光
葵
（
五
〇
年
釈
放
） 

▼
判
決
前
に
死
去
：
永
野
修
身
、
松
岡
洋
右 

▼
訴
追
免
除
：
大
川
周
明 

ラ
ダ
・
ビ
ノ
勖
ド
・
パ
ル 

Radha Binod Pal

／
１
８
８
６
〜
１
９
６
７
。

イ
ン
ド
の
ベ
ン
ガ
ル
州
に
生
ま
れ
、
一
九
〇
八
年
、
カ
ル
カ
ッ
タ
の
プ
レ
ジ

デ
ン
シ
ー
大
学
大
学
院
の
数
学
科
を
修
了
し
た
。
法
学
を
志
し
た
の
は
一
九

二
〇
年
か
ら
で
、
四
四
年
に
は
カ
ル
カ
ッ
タ
大
学
副
学
長
の
職
に
あ
っ
た
。

四
六
年
、
極
東
軍
事
裁
判
の
イ
ン
ド
代
表
に
任
命
さ
れ
、
四
八
年
十
一
月
、

「
パ
ル
判
決
」
と
呼
ば
れ
る
独
自
の
見
解
を
示
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
極
東
軍

事
裁
判
の
性
格
を
「
事
後
法
的
性
格
が
強
い
」
と
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
戦

争
に
お
け
る
個
人
の
責
任
を
否
定
し
、
か
つ
「
侵
略
戦
争
」
や
「
共
同
謀
議
」

の
定
義
が
曖
昧
な
ま
ま
で
の
裁
判
そ
の
も
の
を
疑
問
視
し
た
。 

 

他
の
連
合
国
側
判
事
が
無
視
し
た
ア
メ
リ
カ
軍
の
原
爆
投
下
に
つ
い
て
も
、

「
そ
の
命
令
こ
そ
戦
争
犯
罪
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
が
、
大
日
本
帝
国
軍
部

が
引
き
起
こ
し
た
戦
争
そ
の
も
の
を
肯
定
す
る
内
容
で
は
な
く
、
従
っ
て
日

本
の
無
罪
を
主
張
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
広
島
原
爆
ド
ー
ム
保
存
工
事

に
基
金
を
寄
せ
る
な
ど
の
行
為
を
通
じ
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
は
じ
め
と
す

る
連
合
国
側
に
も
戦
争
犯
罪
が
あ
っ
た
こ
と
を
訴
え
た
。 
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